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日野町家庭的保育事業等 設備及び運営 関す 基準を定 条例  

改正 必要 理由 概要 

 

1 背景及び趣旨 

家庭的保育事業等 設備及び運営 関す 基準 一部を改正す 省 成31

厚生労働省 第49号 成31 3月29日 公布さ 同 4月1日 施行さ

こ を受け 該当条例 改正 必要 た  

 

2 改正内容 

・家庭的保育事業者 卒園後 受皿 提供を行う連携施設 確保 著しく困

難 あ 町長 認 卒園後 受皿 提供を行う連携施設 確保を不

要 す  

・満 3 歳 上 児童を受け入 い 保育所型事業所内保育事業所 い 町

長 適当 認 い 卒園後 受皿 提供を行う連携施設 確保を

不要 す  

・附則第 2 条 経過措置 適用さ い 事業者 うち 家庭的保育者 居宅

外 保育を提供し い 家庭的保育事業 い 自園調理へ 移行 向けた

努力義務を課し 自園調理 原則 適用を猶予す 経過措置期間を 10

す  

・附則第 3 条 経過措置 期限を更 5 間延長す  

 

3  附則 

  公布 日 施行す  
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   日野町家庭的保育事業等 設備及び運営 関 基準を定 条例 一部を改正 条例 

 

 日野町家庭的保育事業等 設備及び運営 関 基準を定 条例 成 「6 日野町条例第 「5号 一部を次 う 改正  

改正後 改正前 

 

。保育所等 連携) 

第 6 条 略 

「 町長 家庭的保育事業者等 代替保育 提供 係 連携施

設 確保 著 く困難 あ 認 場合 あ 次 各号 掲

要件 全 を満 認 前項第 「号 規定を適用

い  

1  家庭的保育事業者等 次項 規定 連携協力を行う者 間

役割 担及び責任 所在 明確化さ い  

「  次項 規定 連携協力を行う者 本来 業 遂行 支障

生 い う 措置 講 い  

」 前項 場合 い 家庭的保育事業者等 次 各号 掲

場合 区 応 当該各号 定 者を第 1項第 「号 掲 事

項 係 連携協力を行う者 適 確保 い  

1  当該家庭的保育事業者等 家庭的保育事業等を行う場所又 事

業所。次号 い 事業実施場所 いう )以外 場所又 事業

所 い 代替保育 提供さ 場合 第 「7 条 規定 小規模

保育事業 型若 く 小規模保育事業 型又 事業所内保育事業

を行う者。次号 い 小規模保育事業 型事業者等 いう ) 

「  事業実施場所 い 代替保育 提供さ 場合 事業 規模

等を 案 小規模保育事業 型事業者等 同等 能力を有

町長 認 者  

4 町長 家庭的保育事業者等 第 1 項第 」 号 掲 事項

係 連携施設 確保 著 く困難 あ 認 同号 規

定を適用 い  

5 前項 場合 い 家庭的保育事業者等 法第 59 条第 1項

規定 施設 うち 次 掲 。入所定員 「0 人以上

 

。保育所等 連携) 

第 6 条 略 
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限 ) あ 町長 適当 認 を第 1 項第 」 号 掲

事項 係 連携協力を行う者 適 確保

い  

1  子 ・子育 支援法第 59 条 「 第 1 項 規定 成を

受 い 者 設置 施設。法第 6条 」第 1「項 規定 業

を目的 限 ) 

「  法第 6条 」第 1「 項及び第 」9 条第 1項 規定 業 を目的

施設 あ 法第 6条 」第 9項第 1号 規定 保育を

必要 乳児・幼児 保育を行う 要 費用 係 地方公

共団体 補 を受 い  

 

。連携施設 関 特例) 

第 45 条 略 

「 保育所型事業所内保育事業を行う者 うち 法第 6条 」第 1「 項

第 「号 規定 事業を行う者 あ 町長 適当 認

附則第 」 条 い 特例保育所型事業所内保育事業者 い

う い 第 6 条第 1 項本文 規定 わ 連携施

設 確保を い  

 

附 則 

。食事 提供 経過措置) 

第 「 条 略 

「 前項 規定 わ 条例 施行 日以後 家庭的保育

事業 認可を得 施設等 い 条例 施行 日 起算

10 を経過 日ま 間 第 15条 第 「「 条第 4号 調理

設備 係 部 限 及び第 「」 条第 1 項本文 調理員 係 部

限 規定 適用 い 場合 い

当該施設等 利用乳幼児へ 食事 提供を家庭的保育事業所等内

調理 方法 第 10条 規定 当該家庭的保育事業所等

調理設備又 調理室を兼 い 他 社会福祉施設等 調理施設

い 調理 方法を含 行う 必要 体制を確保

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

。連携施設 関 特例) 

第 45 条 略 

 

 

 

 

 

 

附 則 

。食事 提供 経過措置) 

第 「 条 略 
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う い  

 

。連携施設 関 経過措置) 

第 」 条 家庭的保育事業者等 特例保育所型事業所内保育事業者を除

く 連携施設 確保 著 く困難 あ 子 ・子育 支

援法第 59 条第 4 号 規定 事業 支援 他 必要 適

支援を行う 町 認 場合 第 6条本文 規定

わ 施行日 起算 10 を経過 日ま 間

連携施設 確保を い  

 

 

。連携施設 関 経過措置) 

第 」 条 家庭的保育事業者等 連携施設 確保 著 く困難 あ

子 ・子育 支援法第 59 条第 4 号 規定 事業 支

援 他 必要 適 支援を行う 町 認 場

合 第 6条本文 規定 わ 施行日 起算 5 を

経過 日ま 間 連携施設 確保を い  

   附 則 

 条例 公布 日 施行  

 


